
　

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

田辺総合庁舎
0774-62-

8202

京田辺市田辺
明田１

20 － 15 － 17 － 19 － 21 － 15 －

木津総合庁舎
0774-72-

0051

木津川市木津
上戸18-1

－ 18 － 20 － 21 － 16 － 18 － 21

亀岡総合庁舎
0771-24-

8430

亀岡市荒塚町
1-4-1

－ 11 － 6 － 7 － 2 － 4 － 7

園部総合庁舎
0771-62-

0360

南丹市園部町
小山東町藤ノ
木21

6 － 1 － 3 － 5 － 7 － 1 －

舞鶴総合庁舎
0773-62-

2500

舞鶴市字浜
2020番地

6 11 1 6 3 7 5 2 7 4 1 7

綾部総合庁舎
0773-42-

0480

綾部市川糸町
丁畠10-2

4 － 6 － 1 － 3 － 5 － 6 －

福知山総合庁舎
0773-22-

3901

福知山市篠尾
新町一丁目91

－ 2 － 4 － 5 － 7 － 9 － 5

峰山総合庁舎
0772-62-

4340

京丹後市峰山
町丹波855

－ 10 － 12 － 13 － 8 － 10 － 13

宮津総合庁舎
0772-22-

2244

宮津市字吉原
2586-2

12 － 14 － 9 － 11 － 13 － 14 －

※受付人数には限りがありますので、場合によってはお断りすることがあります。
   あらかじめご了承ください。

　毎日の生活の中で差別や虐待、いじめ、その他人権に関する問題で思い悩むことがある場合に、
気軽に相談できる場所として、人権擁護委員による特設相談を開設しています。相談は無料で、難
しい手続きは何もいりません。
　また、相談内容についての秘密は厳守されます。（電話での相談は、受け付けていません。）

　人権擁護委員とは
　人権擁護について理解のある人として市町村長が推薦し、法務大臣から委嘱された方々。人権
相談を受け、問題解決のお手伝いをするほか、地域の皆さんに人権に関心を持っていただけるよ
うな啓発活動など、人権擁護のために積極的な活動を行っています。

令和５年度　京都府の人権特設相談窓口日程

13 1413

令和　５年

14

発行：京都人権啓発推進会議（事務局：京都府人権啓発推進室）☎０７５－４１４－４２７１

京都府の人権特設相談

※府民総合案内・相談センター（府庁内）での実施分のみ予約が必要です。

南丹広域
振興局

中丹広域
振興局

9 14

   各振興局での実施分については予約は不要です。

山城広域
振興局

時間

府民総合案内・相談セン
ター(府庁内：要予約）
電話：
０７５ｰ４１４ｰ４２３５
FAX：
０７５ｰ４１１ｰ５００１

相談窓口開設場所

11

令和　６年

118

丹後広域
振興局

午後
１時
～

午後
４時

京都府人権啓発キャラクター「じんくん」

10 12 8
京都市上京区
下立売通新町
西入薮ノ内町


